
 

 

教育委員会会議 定例会 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ３ 日 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

提 出 議 案 綴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県教育委員会 



１ 議      案 

   第 ４０ 号  山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の基準等に関する規則等の 

一部を改正する規則 

 

  第 ４１ 号   山梨県教育委員会訓令前行署名式の一部を改正する訓令 

    

 

 

 

 

 

 

 

２ 報 告 事 項 

 （ ８ ）  「令和９年度全国高等学校総合体育大会」の開催準備状況について 

 

   

                   

 

 

 

 

 

３ その他報告  

（ １０ ）  令和７年度第２回いじめに関する実態調査について 
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議案第 ４０ 号  

 

山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の基準等に関する規則等の一部を改

正する規則  

 

 

提案理由  

 

 令和８年度から山梨市が義務教育学校を開設するため、関係規則について所要

の改正を行う必要がある。これが、この議案を提出する理由である。  
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規則の概要 

教育庁総務課   

教育庁義務教育課 

題  名 
山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の基準等に関する規則等の一

部を改正する規則 

趣  旨 
 令和８年度から山梨市が義務教育学校を開設するため、関係規則につ

いて所要の改正を行う必要がある。 

内  容 

１ 規則改正の背景等 

 ○ 令和７年９月、山梨市議会において山梨市立学校設置条例の一部

が改正され、山梨市立笛川小学校と山梨市立笛川中学校が統合し、

新たに義務教育学校※１として山梨市立笛川学園を開設することと

なった（令和８年４月１日施行）。 

また、同校は暫定的に既存の小学校及び中学校の校舎を使用する

ことから、組織的・機動的な学校運営の体制の確立を図るため、副

校長※２の職が置かれることとなった。 

  ※１ 義務教育学校：学校教育法第１条に規定する「学校」として、現行の

小学校及び中学校の課程に相当する課程を併せ持ち、義務教育として

行われる普通教育を一貫して施す９年制の学校をいう。 

  ※２ 副校長：学校や地域の状況を踏まえ、任意に設置することができる職

であり、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる者をいう。 

○ このため、関係規則について所要の改正を行う必要がある。 

 

２ 規則改正の内容 

（１）山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の基準等に関する規則ほ

か４規則の学校の種類に関する規定に「義務教育学校」を追加する

。 

（２）山梨県県費負担教職員の人事評価に関する規則の被評価者及び一

次評価者の職名に「副校長」を追加する。 

施行期日  令和８年４月１日から施行する。 

留 意 点  なし 

参考事項  なし 
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山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 

 
山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和 

 
 

年 
 

月 
 

 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
教
育
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

長

 
 

 
 

 

山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則 

䥹
山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
䥺 

第
一
条 

山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
䥹
昭
和
三
十
四
年

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

題
名
及
び
第
一
条
中
䣓
及
び
中
学
校
䣔
を
䣓
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

第
二
条
第
一
項
の
表
及
び
第
二
項
中
䣓
小
学
校
䣔
の
下
に

䣓
䥹

義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
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む

䥺
䣔

を
加
え
る
䣎 

 
 

第
二
条
第
一
項
の
表
及
び
第
三
項
中
䣓
中
学
校
䣔
の
下
に

䣓
䥹

義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含

む

䥺
䣔

を
加
え
る
䣎 

䥹
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
䥺 

第
二
条 

山
梨
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
規
則
䥹
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

第
二
条
中
䣓
中
学
校
䣔
の
下
に
䣓
及
び
義
務
教
育
学
校
䣔
を
加
え
る
䣎 

䥹
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
及
び
山
梨
県
へ
き
地
学
校
等
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
の
指
定

の
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
䥺 

第
三
条 

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
䣓
及
び
中
学
校
䣔
を
䣓
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
䣔
に
改

め
る
䣎 

一 

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
䥹
昭
和
六
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
䥺
第
八
条
第
一
号

及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
並
び
に
第
十
条
第
六
号 
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二 

山
梨
県
へ
き
地
学
校
等
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
の
指
定
の
基
準
を
定
め
る
規
則
䥹

平
成
二
十
四
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
䥺
第
八
条 

䥹
山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
䥺 

第
四
条 

山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
䥹
平
成
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
一
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

第
三
条
第
二
号
中
䣓
中
学
校
䣔
の
下
に
䣓
䣍
義
務
教
育
学
校
䣔
を
加
え
る
䣎 

䥹
山
梨
県
県
費
負
担
教
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
䥺 

第
五
条 

山
梨
県
県
費
負
担
教
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
䥹
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

第
六
条
の
表
中
䣓
教
頭
䣔
を
䣓
副
校
長
䣍
教
頭
䣔
に
改
め
る
䣎 

附 

則 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 



 

山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
新
旧
対

照
表
䥹
第
一
条
関
係
䥺 

新 

旧 
山
梨
県
公
立
小
学
校
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
学
級
編
制
の
基

準
等
に
関
す
る
規
則 

 

䥹
目
的
䥺 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
䣍
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定

数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
䥺
に
基
づ
き

䣍
山
梨
県
の
公
立
の
小
学
校
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
䥹
以
下
䣓
学
校

䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
学
級
編
制
の
基
準
等
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
䣎 

 

䥹
学
級
編
制
の
基
準
䥺 

第
二
条 

学
校
の
学
級
は
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
種
類
及
び
同
表

中
欄
に
掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
䣍
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
児
童
又
は

生
徒
の
数
を
基
準
と
し
て
編
制
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

学
校
の
種
類 

学
級
編
成
の
区
分 

一
学
級
の
児
童

又
は
生
徒
数 

小
学
校
䥹
義
務
教
育
学
校
の

前
期
課
程
を
含
む
䥺 

略 

中
学
校
䥹
義
務
教
育
学
校
の

後
期
課
程
を
含
む
䥺 

略 

 

山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校 

 
 

 
 

 

の
学
級
編
制
の
基
準

等
に
関
す
る
規
則 

 

䥹
目
的
䥺 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
䣍
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定

数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
䥺
に
基
づ
き

䣍
山
梨
県
の
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

䥹
以
下
䣓
学
校

䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
学
級
編
制
の
基
準
等
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
䣎 

 

䥹
学
級
編
制
の
基
準
䥺 

第
二
条 

学
校
の
学
級
は
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
種
類
及
び
同
表

中
欄
に
掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
䣍
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
児
童
又
は

生
徒
の
数
を
基
準
と
し
て
編
制
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

学
校
の
種
類 

学
級
編
成
の
区
分 

一
学
級
の
児
童

又
は
生
徒
数 

小
学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

略 

中
学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

略 
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２ 

小
学
校
䥹
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
䥺
の
二
の
学
年
の
児
童
で

編
制
す
る
学
級
は
䣍
一
の
学
年
の
児
童
及
び
当
該
学
年
よ
り
一
学
年
上
の
学

年
の
児
童
又
は
一
学
年
下
の
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
も
の
と
す
る
䣎
た
だ

し
䣍
第
一
学
年
の
児
童
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
䣎 

３ 

中
学
校
䥹
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
䥺
の
学
級
は
䣍
学
校
教
育

法
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
を
除
き
䣍

同
学
年
の
生
徒
で
編
制
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

小
学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
二
の
学
年
の
児
童
で

編
制
す
る
学
級
は
䣍
一
の
学
年
の
児
童
及
び
当
該
学
年
よ
り
一
学
年
上
の
学

年
の
児
童
又
は
一
学
年
下
の
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
も
の
と
す
る
䣎
た
だ

し
䣍
第
一
学
年
の
児
童
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
䣎 

３ 

中
学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
学
級
は
䣍
学
校
教
育

法
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
を
除
き
䣍

同
学
年
の
生
徒
で
編
制
す
る
も
の
と
す
る
䣎 
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山
梨
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
䥹
第

二
条
関
係
䥺 

新 

旧 

䥹
定
義
䥺 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
䣓
職
員
䣔
と
は
䣍
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山

梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す

る
規
則(

昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

第
一
条
に
規
定

す
る
職
に
あ
る
者
並
び
に
公
立
の
小
学
校
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
に

勤
務
す
る
県
費
負
担
の
事
務
職
員
を
い
う
䣎 

䥹
定
義
䥺 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
䣓
職
員
䣔
と
は
䣍
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山

梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す

る
規
則(

昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

第
一
条
に
規
定

す
る
職
に
あ
る
者
並
び
に
公
立
の
小
学
校
䣍
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

に

勤
務
す
る
県
費
負
担
の
事
務
職
員
を
い
う
䣎 
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山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
新
旧
対
照
表
䥹
第
三
条
関
係
䥺 

新 

旧 
䥹
義
務
教
育
課
䥺 

第
八
条 

義
務
教
育
課
に
お
い
て
は
䣍
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
䣎 

 

一 

幼
稚
園
䣍
小
学
校
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
䥹
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
䣓
義
務
教
育
学
校
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
学
校
教
育
䥹
特
別
支
援
教
育

・
児
童
生
徒
支
援
課
及
び
保
健
体
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
䣎

䥺
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
䣎 

 

二
・
三 

略 

 

四 

小
学
校
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
教
育
職
員
の
認
定
講
習
に
関

す
る
こ
と
䣎 

 

五 

小
学
校
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
学
校
図
書
館
及
び
視
聴
覚
教

育
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
䣎 

 

六 

小
学
校
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
教
科
用
図
書
の
採
択
に
関
す

る
こ
と
䣎 

 

七
䦅
十
八 

略 

 

䥹
特
別
支
援
教
育
・
児
童
生
徒
支
援
課
䥺 

第
十
条 

特
別
支
援
教
育
・
児
童
生
徒
支
援
課
に
お
い
て
は
䣍
次
の
事
務
を
所

掌
す
る
䣎 

 

一
䦅
五 

略 

 

六 

市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
特
別
支

援
学
級
及
び
通
級
に
よ
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
䣎 

 

七
䦅
二
十 

略 

䥹
義
務
教
育
課
䥺 

第
八
条 

義
務
教
育
課
に
お
い
て
は
䣍
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
䣎 

 

一 

幼
稚
園
䣍
小
学
校
及
び
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

䥹
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
䣓
義
務
教
育
学
校
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
学
校
教
育
䥹
特
別
支
援
教
育

・
児
童
生
徒
支
援
課
及
び
保
健
体
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
䣎

䥺
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
䣎 

 

二
・
三 

略 

 

四 

小
学
校
及
び
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

の
教
育
職
員
の
認
定
講
習
に
関

す
る
こ
と
䣎 

 

五 

小
学
校
及
び
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

の
学
校
図
書
館
及
び
視
聴
覚
教

育
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
䣎 

 

六 

小
学
校
及
び
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

の
教
科
用
図
書
の
採
択
に
関
す

る
こ
と
䣎 

 

七
䦅
十
八 

略 

 

䥹
特
別
支
援
教
育
・
児
童
生
徒
支
援
課
䥺 

第
十
条 

特
別
支
援
教
育
・
児
童
生
徒
支
援
課
に
お
い
て
は
䣍
次
の
事
務
を
所

掌
す
る
䣎 

 
一
䦅
五 

略 

 

六 
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
及
び
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

の
特
別
支

援
学
級
及
び
通
級
に
よ
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
䣎 

 

七
䦅
二
十 
略 
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山
梨
県
へ
き
地
学
校
等
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
の
指
定
の
基
準
を
定

め
る
規
則
新
旧
対
照
表
䥹
第
三
条
関
係
䥺 

新 

旧 

䥹
級
別
の
指
定
の
特
例
䥺 

第
八
条 

隣
接
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
小
学
校
䣍
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校

で
あ
䣬
て
䣍
各
学
校
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
た
合
計
点
数
が
異
な
る
場
合
に
あ

䣬
て
は
䣍
こ
れ
ら
の
学
校
に
つ
い
て
は
䣍
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
当
該
合
計
点
数
の
多
い
学
校
の
点
数
に
よ
䣬
て
級
別
の

指
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

䥹
級
別
の
指
定
の
特
例
䥺 

第
八
条 

隣
接
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
小
学
校
及
び
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

で
あ
䣬
て
䣍
各
学
校
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
た
合
計
点
数
が
異
な
る
場
合
に
あ

䣬
て
は
䣍
こ
れ
ら
の
学
校
に
つ
い
て
は
䣍
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
当
該
合
計
点
数
の
多
い
学
校
の
点
数
に
よ
䣬
て
級
別
の

指
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 
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山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表
䥹
第
四
条
関
係
䥺 

新 

旧 
䥹
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
䥺 

第
三
条 

条
例
第
十
二
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
次
に
掲
げ
る
場
合
と
し
䣍

減
額
し
䣍
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
䣎 

 

一 

略 

 

二 

県
内
の
幼
稚
園
䣍
小
学
校
䣍
中
学
校
䣍
義
務
教
育
学
校
䣍
高
等
学
校
及

び
特
別
支
援
学
校
の
幼
児
䣍
児
童
又
は
生
徒
及
び
こ
れ
ら
の
引
率
者
が
䣍

教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
活
動
と
し
て
入
館
し
䣍
又
は
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

若
し
く
は
映
画
の
投
影
䥹
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
䣎
次
号

に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
観
覧
す
る
場
合 
利
用
料
金
の
全
額 

 

三
䦅
五 

略 

䥹
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
䥺 

第
三
条 

条
例
第
十
二
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
次
に
掲
げ
る
場
合
と
し
䣍

減
額
し
䣍
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
䣎 

 

一 

略 

 

二 

県
内
の
幼
稚
園
䣍
小
学
校
䣍
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

䣍
高
等
学
校
及

び
特
別
支
援
学
校
の
幼
児
䣍
児
童
又
は
生
徒
及
び
こ
れ
ら
の
引
率
者
が
䣍

教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
活
動
と
し
て
入
館
し
䣍
又
は
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

若
し
く
は
映
画
の
投
影
䥹
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
䣎
次
号

に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
を
観
覧
す
る
場
合 

利
用
料
金
の
全
額 

 

三
䦅
五 

略 
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山
梨
県
県
費
負
担
教
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
䥹
第
五
条
関

係
䥺 

新 

旧 

䥹
評
価
者
䥺 

第
六
条 

人
事
評
価
を
行
う
者
は
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
人
事
評
価
を
受

け
る
職
員(

以
下
䣓
被
評
価
者
䣔
と
い
う
䣎)

の
区
分
に
応
じ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
同

表
中
欄
に
掲
げ
る
一
次
評
価
者
及
び
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
二
次
評
価
者
と
す

る
䣎 

 

被
評
価
者 

一
次
評
価
者 

二
次
評
価
者 

校
長 

略 

副
校
長
䣍
教
頭 

略 

主
幹
教
諭
䣍
教
諭
䣍

養
護
教
諭
䣍
栄
養
教

諭
䣍
学
校
栄
養
職
員

及
び
学
校
事
務
職
員 

副
校
長
䣍
教
頭 
略 

  

䥹
評
価
者
䥺 

第
六
条 

人
事
評
価
を
行
う
者
は
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
人
事
評
価
を
受

け
る
職
員(

以
下
䣓
被
評
価
者
䣔
と
い
う
䣎)

の
区
分
に
応
じ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
同

表
中
欄
に
掲
げ
る
一
次
評
価
者
及
び
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
二
次
評
価
者
と
す

る
䣎 

 

被
評
価
者 

一
次
評
価
者 

二
次
評
価
者 

校
長 

略 

教
頭 

 
 

 
 

略 

主
幹
教
諭
䣍
教
諭
䣍

養
護
教
諭
䣍
栄
養
教

諭
䣍
学
校
栄
養
職
員

及
び
学
校
事
務
職
員 

教
頭 

 
 

 
 

略 
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議案第 ４１ 号  

 

山梨県教育委員会訓令前行署名式の一部を改正する訓令  

 

 

提案理由  

 

 令和８年度から山梨市が義務教育学校を開設するため、所要の改正を行う必要

がある。これが、この議案を提出する理由である。  
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訓令の概要 

教育庁総務課   

教育庁義務教育課 

題  名 山梨県教育委員会訓令前行署名式の一部を改正する訓令 

趣  旨 
 令和８年度から山梨市が義務教育学校を開設するため、所要の改正を

行う必要がある。 

内  容 

１ 訓令改正の背景等 

 ○ 令和７年９月、山梨市議会において山梨市立学校設置条例の一部

が改正され、山梨市立笛川小学校と山梨市立笛川中学校が統合し、

新たに義務教育学校※として山梨市立笛川学園を開設することと

なった（令和８年４月１日施行）。 

※ 義務教育学校：学校教育法第１条に規定する「学校」として、現行の

小学校及び中学校の課程に相当する課程を併せ持ち、義務教育として行

われる普通教育を一貫して施す９年制の学校をいう。 

○ このため、所要の改正を行う必要がある。 

 

２ 訓令改正の内容 

○ 令達先及び本則に「公立義務教育学校」を追加する。 

施行期日  令和８年４月１日から施行する。 

留 意 点  なし 

参考事項  なし 
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山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第 

 
 

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

庁

中

一

般 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教

育

事

務

所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県

立

図

書

館 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県

総

合

教

育

セ

ン

タ

䤀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県

立

学

校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公

立

小

学

校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公

立

中

学

校 

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和 

 
 

年 
 

月 
 

 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
教
育
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

長 
 

 

 
 

 

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 
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山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式
䥹
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
䥺
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

䣓
公

立

中

学

校 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
達
先
中
䣓
公
立
中
学
校
䣔
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

公

立

義

務

教

育

学

校
䣔 

本
則
中
䣓
公
立
中
学
校
䣔
を
䣓
公
立
中
学
校 

公
立
義
務
教
育
学
校
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 



山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式
新
旧
対
照
表 

新 

旧 

庁
中
一
般 

教
育
事
務
所 

県
立
図
書
館 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
䤀 

県
立
学
校 

公
立
小
学
校 

公
立
中
学
校 

公
立
義
務
教
育
学
校 

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式 

前
行
署
名
式 

庁
中
一
般 

教
育
事
務
所 

県
立
図
書
館 

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
䤀 

県
立
学
校 

公
立
小
学
校 

公
立
中
学
校 

公
立
義
務
教
育
学
校 

庁
中
一
般 

教
育
事
務
所 

県
立
図
書
館 

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
䤀 

県
立
学
校 

公
立
小
学
校 

公
立
中
学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
前
行
署
名
式 

前
行
署
名
式 

庁
中
一
般 

教
育
事
務
所 

県
立
図
書
館 

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
䤀 

県
立
学
校 

公
立
小
学
校 

公
立
中
学
校 
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18 

 

課室名 全国高校総体推進室 

件

名 
「令和９年度全国高等学校総合体育大会」の開催準備状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 

 

 

 

 

 

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和９年度に本県を含む南関東ブロック４都県（千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）

において開催する全国高等学校総合体育大会に向けた準備状況は、次のとおり。 

 

【令和９年度大会の概要】 

 １ 令和９年７月下旬～８月下旬に実施 

 ２ 本県での開催競技・会場地市町・競技会場 

  ・ソフトテニス、レスリング、弓道の３競技は、甲府市の小瀬スポーツ公園で開催 

  ・登山は、北杜市の八ヶ岳で開催 

  ・ウエイトリフティングは、山梨市の山梨市民総合体育館で開催 

  ・アーチェリーは、富士吉田市の富士北麓公園で開催 

  ・なぎなたは、昭和町の昭和町総合体育館で開催 

  ・カヌーは、富士河口湖町の精進湖カヌー競技場で開催 

 ３ これまでの経緯 

   令和６年に準備委員会、令和７年に実行委員会を設立し、庁内外との調整を実施中 

  

【令和７年度の具体的な実績】 

４ 山梨県実行委員会設立総会・第１回総会 

 ・日  時：令和７年５月２２日（木）１４：００～１４：４９ 

  ・目  的：大会に必要な総合企画、競技種目別大会に対する協力・支援、その他大

会開催に必要な事項を検討   

  ・協議事項：県実行委員会の設立、令和 7 年度事業計画及び収支予算、県実行委員会 

専門委員会規程について 

・実行委員会の構成 

    県教育長、高体連会長、開催市町教育長、競技団体、学校関係、関係機関４７名 

 

５ 令和７年度大会（中国ブロック）の視察 

  ・日  時 令和７年７月２４日（木）～７月２６日（土）広島県・山口県 

            ７月２９日（火）～８月 ２日（土）島根県・鳥取県 

            ８月 ４日（月）～８月 ８日（金）広島県・山口県・鳥取県 

  ・内  容 本県開催の８競技と総合開会式を３班体制にて視察 

 

（令和７年１２月３日 定例教育委員会） 

報告事項 ８ 
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内 

 

 

 

 

 

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

６ 第１回広報・報道専門委員会 

 ・目  的：効果的な広報手法、活動の取り組みの検討 

  ・日  時：令和７年９月２４日（水）１４：００～１５：２０ 

  ・内  容：県広報・報道事業基本方針、今後の広報活動に関する協議 

・専門委員会の構成 

    高体連副会長、高文連理事長、高 P 連副会長、県関係者、報道関係機関 １２名 

 

７ 山梨県高校生活動推進委員会設立・第１回総会 

  ・目  的：高校生が大会の開催準備や運営活動を通じて、豊かな人間性を育むこと 

  ・日  時：令和７年１０月７日（火）１４：００～１５：１５ 

  ・内  容：県高校生活動推進委員会の活動、各分科会代表者及び副代表の選出、 

        高校生活動推進委員長及び副委員長の選出 

  ・推進委員会及び支援連絡会の構成  

各学校代表生徒４６名、支援連絡会委員（教員）４６名 

 

８ 第１回競技専門委員会 

  ・目  的：県競技専門部と開催市町との連絡調整 

 ・日  時：令和７年１０月１７日（金）１４：００～１６：１０ 

  ・内  容：県開催競技種目別大会運営基本方針、進捗状況等報告 

・専門委員会の構成 

    高体連副会長、高体連理事長、県スポーツ協会事務局次長、会場地市町担当課 

長、会場地担当教員 １７名 

 

９ 今後のスケジュール（案） 

・令和７年１２月～   高校生活動推進委員会分科会等の開催 

・令和８年２月     山梨県実行委員会第２回総会の書面開催 

・令和８年４月～    会場地市町実行委員会の設立、県立教員の市町への派遣 

・令和８年５月     山梨県実行委員会第３回総会の開催 

・令和８年７月～８月  令和８年度大会（近畿ブロック）の視察 

・令和９年５月     山梨県実行委員会第４回総会の開催 

・令和９年７月～８月  南関東ブロック大会の開催 
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 令和７年度第２回いじめに関する実態調査について  
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